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１．現状と課題
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【原因】

国交省の専門委員会（※）によると、

天井板をつり下げる部材の設計・施工や、

経年劣化、点検・維持管理などの要因が複数作用し、

累積された結果、事故に至ったと考えられるとされた。

笹子トンネル事故概要

○ 平成２４年１２月２日（日）午前８時０３分頃、中央自動車道上りの笹子トンネル（勝沼IC～大月JCT間）
において、トンネル換気用の天井板等が崩落。走行中の車両３台が天井板の下敷き、死者９名、

負傷者２名が発生。

（事故発生後）

勝
沼
IC

大
月

JCT

至

名
古
屋

至

東
京

（※） トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会 （委員長 ：今田 徹 東京都立大学名誉教授）

トンネル天頂部に接着固定されていた
アンカーボルトが脱落、天井板が崩壊

【災害現場】
笹子トンネル（上り線）
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1．現状と課題



約30%
約22%

約10%
約5%

約21%

約55%

約36%

約23%
約16%

約43%

約75%

約53%

約38% 約35%

約66%

2020年3月 2030年3月 2040年3月

道路橋
（橋長2m以上）
［約73万橋］

トンネル
［約1万1千本］

河川管理施設
［約4万６千施設］

下水道管渠
［約48万km］

港湾施設
（水域施設、外郭施設、係留

施設、臨港交通施設等）
［約6万1千施設］

社会資本の老朽化の現状と課題

高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について、
建設後５０年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる。
※施設の老朽化の状況は、建設年度で一律に決まるのではなく、立地環境や維持管理の状況等によって異なるが、

ここでは便宜的に建設後５０年で整理。

【建設後50年以上経過する社会資本の割合】
4

1．現状と課題



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

道路（橋梁）

道路（トンネル）

道路（舗装）

下水道（管渠）

下水道（処理場）

公営住宅

公園

社会資本の管理体制の現状 各分野の管理者

約430,000km

約2,100箇所

2,170,649戸

101,111施設

高速道路会社2%
国
４%

都道府県
19%

政令市
７%

市区町村
68%約699,000橋

（２m以上）

約10,300本

約3,100km2

高速道路会社
15%

国
13%

都道府県
46%

政令市
３%

市区町村
23%

高速道路会社3%

国
７%

都道府県
21%

政令市
３%

市区町村
66%

都道府県2%

政令市
23%

市町村等
75%

都道府県
９%

政令市
７%

市町村他
84%

都道府県営
43%

政令市営
18%

市町村営
39%

都道府県
１%

政令市
23%

市町村
76%

国0.02%

各分野における管理者別の施設数の割合各分野における管理者別の施設数の割合
国・高速道路会社

都道府県・政令市

出典：社会資本整備審議会・交通政策審議会
「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について 答申」（平成25年12月）
参考資料より国土交通省作成
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○ 道路橋や舗装、下水道施設、公園については、市町村が多くの施設等を管理している。
1．現状と課題



○ 市町村の土木費は、ピーク時の1993年度（約11.5兆円）から2011年度までの間で約半分
（約６兆円）に減少した。

（地方財政統計年報より国土交通省作成）

11兆4973億円

６兆4289億円
（1993年度比 約56%）

６兆465億円
（1993年度比 約53%）
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(兆円)

西暦（年度）

市町村における維持管理の課題① 土木費の減少
1．現状と課題



○ 市町村における土木部門の職員数の減少割合は約14%であり、市町村全体の職員数の減少割
合の約9%よりも大きい。

○ 技術系職員が5人以下の市町村は全体の約5割である。

7

※１：地方公共団体定員管理調査結果より国土交通省作成。なお、一般行政部門の職員を集計の対象としている。また市町村としているが、特別区を含む。

※２：技術系職員は土木技師、建築技師として定義。

※１、※２

市町村における維持管理の課題② 技術系職員の減少

※１

1．現状と課題



２．これまでの主な取組
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全般的な課題と取り組むべき項目

○ 高度経済成長期以降に整
備し、老朽化した社会資本
の割合が加速度的に上昇

○ 技術系職員の減少、不足

○ 土木費の減少

（１）メンテナンスサイクルの確立

（２）施設の集約･再編等

（３）多様な契約方法の導入

（４）技術の継承･育成

（５）新技術の活用

（６）データの活用

（７）国民の理解と協力

全般的な課題全般的な課題 これまでの主な取組これまでの主な取組
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○ インフラメンテナンスに関する全般的な課題と、それらの課題に対して取り組むべき項目を整理。

・予防保全の効果の推計
・5か年加速化対策による予算措置 等

・集約・再編によるストックの適正化
・ガイドライン・マニュアルの整備 等

・地域維持型契約方式
・包括的民間委託などの民間活用 等

・資格制度の構築
・研修による人材育成 等

・新技術活用促進に向けた手引き
・新技術導入に要する予算を重点配分 等

・各分野でのデータベース整備
・国土交通データプラットフォーム 等

・インフラメンテナンス大賞
・インフラメンテナンス国民会議 等

２．これまでの主な取り組み

※赤文字の取組について本日説明



○ 施設に不具合が生じてから対策を行う「事後保全」から、施設に不具合が生じる前に対策を行う「予
防保全」への転換により、今後増加が見込まれる維持管理・更新費の縮減を図ることが重要。

○ 国土交通省が所管するインフラを対象に、将来の維持管理・更新費を推計したところ、「事後保全」
の場合、１年当たりの費用は、2048年度には、2018年度の約2.4倍となる見込み。

○ 一方、「予防保全」の場合、１年当たりの費用は、2048年度には、「事後保全」の場合と比べて約
5割減少し、30年間の累計でも約3割減少する見込み。

約5.2兆円
約6.5兆円

約5割
縮減

2018年度 30年後（2048年度）

約12.3兆円

【将来の維持管理・更新費用の推計結果（2018年11月30日公表）】

※１ 国土交通省所管12分野（道路、河川・ダム、砂防、海岸、下水道、港湾、空港、航路標識、公園、公営住宅、
官庁施設、観測施設）の国、都道府県、市町村、地方道路公社、（独）水資源機構、一部事務組合、港
務局が管理する施設を対象。

※２ 様々な仮定をおいた上で幅を持った値として推計したもの。グラフ及び表ではその最大値を記載。
※３ 推計値は不確定要因による増減が想定される。

事後保全 予防保全

30年間の合計
（2019～2048年度）

事後保全 約280兆円

予防保全 約190兆円

30年後（2048年度）の見通し 30年後（2048年度）の見通し（累計）

約3割
縮減

（参考）用語の定義
予防保全 施設の機能や性能に不具合が生じる前に修繕等の対策を講じること。
事後保全 施設の機能や性能に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。

約2.4倍

約1.3倍
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予防保全の効果の推計
2．（1）メンテナンスサイクルの確立



措置が必要な
施設数

41%

42%

49%

50%

10%

8%

0.1%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

○施設の点検が一巡し、インフラの老朽化状況の全体像を把握できたが、早期に措置が必要な施設が多数
存在。

○特に、道路橋については、地方公共団体では修繕等が必要な約45,000橋の措置が未だ完了しておらず、
これまでの予算水準では予防保全への移行までに約20年必要。

■ 修繕等措置状況

１年間で判定区分Ⅲ・Ⅳの
橋梁は2,000橋減少

2021年度末時点 1年後

判定区分
Ⅲ・Ⅳ

措置未完了
（約45,000橋）

措置完了
-7,000橋 新たなⅢ・Ⅳ

+5,000橋 判定区分
Ⅲ・Ⅳ

措置未完了
（約43,000橋）

これまでの予算水準では、
予防保全への移行に約20年かかる。

地方公共団体では未だ修繕等が必要な
約45,000橋の措置が完了していない。

■ 橋梁の点検結果の推移

（参考）健全性の診断区分

Ⅲ・Ⅳ計
69,051橋

Ⅲ・Ⅳ計
61,407橋

3年

：Ⅰ（健全） ：Ⅱ（予防保全段階） ：Ⅲ（早期措置段階） ：Ⅳ（緊急措置段階）

2018年度末
までの点検結果

（１巡目点検終了）
(716,466橋)

2021年度末
までの点検結果
(722,176橋)

減少

１巡目点検終了時に比べて、老朽化対策は着実に進捗

２０２１年度末時点
措置未完了の橋梁数
約４５，０００橋

１年間に減少する
判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数

÷ 約２，０００橋/年＝ 約２０年

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

地方公共団体

予防保全への移行（道路橋の例）
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管理者
(点検数)

措置が必要な
施設数

（Ⅲ・Ⅳ判定） 着手済み うち完了
全体

（722,176） 61,407 25,642
(42%)

10,763
(18%)

国土交通省
（37,867） 3,857 2,072

(54%)
470
(12%)

高速道路会社
（23,507） 2,878 1,248

(43%)
615
(21%)

地方公共団体
（660,802） 54,672 22,322

(41%)
9,678

(18%)

（2021年度末時点）

（54,672 - 9,678 = 44,994）

2．（1）メンテナンスサイクルの確立



○ 地域社会の変化や将来のまちづくり計画等を踏まえ、必要性の減少や地域のニーズに応じて、インフラの廃止・除却
や機能転換等を行う「集約・再編」の取組を推進し、インフラストックの適正化を図る。

跨線橋の撤去事例（山形県南陽市）

新幹線を跨ぎ、約60年経過し老朽化が進捗した跨線橋を、維持管理費の削減
を図るとともに、橋下空間の安全を確保するため、撤去を実施。

撤去

都市公園のストック再編事例（北九州市）

・ 従前は公園が小さく、周辺住民の多様なレクリエーションニーズに対応できないこ
とが課題。

・ 住民の声を受け、遊休市有地（団地跡地）を活用した小規模公園の集約・
再編により、公園利用者のニーズに合った公園を設置。

２公園廃止 → １公園新設

上吉志公園

吉志西公園

団地跡地

売り払い

吉志西公園 廃止

統廃合による新設公園
（吉志ゆめ公園）

Before After

多目的広場

健康遊具等
売り払い

未利用市有地を
新たな公園に整備

地域における集約・再編等の方針や検討の一助となるよう、各
施分野においてガイドライン・考え方・事例集等を作成・公表。

＜集約・再編・広域化の先進事例の横展開＞

■「道路橋の集約・撤去事例集(R4.3)」
道路橋の集約・撤去の取組事例、集約・撤去を進めるうえで
の検討項目・留意事項など参考となる情報をとりまとめ

■「下水道事業における広域化・共同化の事例集(R4.4)」
広域化・共同化に取り組む461 事例の中から20 事例に焦
点を当て、課題とその解決策について、検討過程や施策効果
等をとりまとめ 12

集約・再編等によるインフラストックの適正化
2．（2）施設の集約・再編等



包括的民間委託の概要および導入メリット

発注者
委託業務の件数が減るため、発注業務の負担を減ら
すことができ、業務の効率化を図ることができる

入札参加者を継続的に確保できるようになり、地域の
維持管理を継続的に実施できるようになる

受注者
幅広い施設（分野）、業務を経験し、ノウハウを蓄積
できるため、ビジネスの幅を広げることができる
複数年契約の場合、将来の業務量の見通しがつくた
め、人員・機械の確保や効率的な配置・運用、さらに
新たな設備投資をしやすくなる

個別委託の場合、地方公共団体職員が現場を確認した上で発注というような手続きを踏む必要があるが、包括的民間委
託の場合、通報に対し事業者がすぐに対応することが可能となると考えられる

地域住民
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○包括的民間委託を導入することにより、発注者においては委託業務件数の減少による職員の負担軽減や業
務の効率化、受注者においては幅広い施設・分野、業務を経験し、ビジネスの幅を広げることができる、複数
年契約の場合、将来の業務量の見通しがつくため新たな設備投資をしやすくなる等のメリットが挙げられる。

受
注
者

地区Aの道路巡回業務

地区Bの道路補修・修繕業務発
注
者

個別のインフラ施設について地区・業務ごとに
業務を発注し、それぞれの業務を個別の業者が受注

地区Aの公園点検業務

地区Bの水路維持業務

包
括
化

受
注
者

複
数
社
で
構
成
す
る
Ｊ
Ｖ
や

事
業
協
同
組
合
等

市内全域のインフラの巡回・維持・補修・
修繕等の業務を一括して発注

複数の業務やエリア、分野を包括化し、
一つの業務でまとめて発注し、JV等が受注

（創意工夫による業務の実施）

発
注
者C社

D社

B社

A社

2．（3）多様な契約方式の導入



〇 インフラの維持管理・更新等における包括的民間委託の導入に当たり工夫・留意すべき基本的な事項を
「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き(案)」として整理し、年度内に策定予定。

○ 地方公共団体、特に人員・予算等に大きな課題を抱える市区町村において各種インフラの維持管理業
務を担う職員を読者として想定。
手引きの記載と活用イメージ 〇 インフラの維持管理・更新等における包括的民間委託の導入に

当たり工夫・留意すべき基本的な事項を整理
〇 地域によりインフラの維持管理を取り巻く環境は大きく異なること

から、地域の実情に応じた形で進めることも必要
参考として活用 合意形成等

「インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き（案）」について

１．はじめに

３．包括的民間委託導入の必要性等
（１）市区町村が抱えるインフラの維持管理に関する課題等
（２）包括的民間委託の概要
（３）包括的民間委託の効果
（４）包括的民間委託の導入状況等

２．手引きの活用方法

４．導入プロセス
（１）導入プロセスの概要
（２）導入可能性調査段階
（３）業務発注段階
（４）業務実施段階
５．参考事例
（１）国内事例
（２）海外事例
６．あとがき
７．巻末資料

包括的民間委託の必要性や効果について、関心はあるものの
詳しく知らず、どのような形で検討を始めればよいかわからない

インフラ維持管理等の効率化について課題を認識しているもの
の、包括的民間委託の導入について、具体的な進め方がわから
ない、又は庁内での合意形成が難しい

包括的民間委託導入について、他地方公共団体等の事例を
知りたい
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2．（3）多様な契約方式の導入



維持管理の研修による人材育成の推進

道路における維持管理の研修の様子

河川における維持管理の研修の様子

港湾における維持管理の研修の様子

○ 地方公共団体等への技術的支援の一環として、平成26年度より地方公共団体等職員の参加を
呼びかけ、施設管理者における技術力向上に努めている。

ダムにおける維持管理の研修の様子

実 績 目 標

年度 人数 年度 人数

道路 2020 7,008人 → 2025 10,000人

河川/ダム/
砂防/下水道

2020 5,809人 → 2025 9,900人

港湾 2020 2,570人 → 2025 4,000人

空港 2020 261人 → 2025 500人

鉄道 2020 586人 → 2025 1,000人

自動車道 2020 9人 → 2025 50人

公園 2020 244人 → 2025 440人

官庁施設 2020 12,906人 → 2025 17,000人

航路標識 2020 781人 → 2025 1,050人

観測施設（気
象レーダー施
設）

2020 293人 → 2025 393人

計 2020 30,467人 → 2025 44,333人

地方公共団体等で維持管理に関する
研修を受けた人数

15
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新技術の活用
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○ 国土交通省所管11分野を対象に、インフラの点検・診断などの業務における施設管理者の新技
術等の導入状況調査を実施した。その結果、管理者別では、国都道府県・政令市は99%である
一方で、その他の市区町村は38%にとどまることが明らかとなった。

実施時期 令和3年4月～7月

対象分野 道路、河川、ダム、砂防、海岸、下水道、港湾、空港、航
路標識、公園、公営住宅

対象団体 都道府県、市区町村、国土交通省その他公共施設等運
営権者等

調査対象時期 平成28年4月1日~令和3年3月31日

調査団体数 2,089団体（回答率：95％）

令和3年度調査実施概要

■新技術の導入事例

電磁波レーダー搭載車を活用して床版上面の調査を行う技術

近接目視前に覆工展開画像を撮
影

ドローンにより写真を撮影し画像から損傷を確認する技術

■新技術の導入率
管理者別の新技術の導入状況（令和3年度時点）

国・都道府県
・政令市

その他
市区町村

※本調査での新技術の導入とは一定の技術水準を満たしたロボット、センサー、タブレット、
新工法・新材料等の導入を指す。

2．（5）新技術の活用



○ 維持管理業務に新技術を導入する際に工夫・留意すべき点について整理することで、新技術の導入を加速し、
横断的な展開を促進することを目的に、令和3年3月に新技術導入の手引き（案）を作成。

○ 市町村の職員を対象とし、新技術導入プロセスや事例集を記載。

手引きの記載と活用イメージ 想定する読者

〇 インフラの維持管理業務に新技術を導入
するにあたり工夫・留意すべき事項を整理

〇 新技術導入の検討段階や実際に本格導入
を進める際に参考とする

市町村などの自治体において各種イン
フラの維持管理業務を担う職員

参考として活用 合意形成等
業務が逼迫しているなど、インフラ維持管理
に課題認識を持っているものの、新技術導
入の具体的な進め方のイメージ（合意形
成段階等）が持てない

漠然と新技術導入について関心があるもの
の、何から考え始めればよいか分からない

章 概要
Ⅰ はじめに 手引きの目的やターゲットとする読者、活用方法等を明示
Ⅱ 新技術導入の手順 新技術導入プロセスを5段階（担当部署内での事前検討／導入の意思決定及び予算確保に向

けた調整／現場試行／本格導入／現場職員への説明会、評価、改善・改良）に分け、各ステッ
プの検討事項やポイントを具体的に説明

Ⅲ 事例集 新技術導入事例（計7事例）について、概要・導入経緯・内部説明等を取りまとめ、明示

「新技術導入の手引き」記載概要
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地方公共団体における新技術導入を促進する取組（マニュアル策定）
2．（5）新技術の活用



これまでの取組概要

今後の課題

道路分野におけるデータベースの構築

○ 道路施設の定期点検については、2巡目に入り、道路管理者ごとに様々な仕様で膨大な点検・診断のデータが蓄積
されている。

○ インフラ維持管理のさらなる効率化に向けては、各管理者がそれぞれ保有している維持管理分野における情報を連携
していくことが必要であるため、令和３年度より全国の道路施設の点検データを蓄積するデータベースの整備に着手。

18

国土交通データプラットフォーム

研究機関・民間企業・自治体等

基礎ＤＢ

橋梁
ＤＢ

トンネル
ＤＢ

附属物
ＤＢ

舗装
ＤＢ

土工
ＤＢ

ＡＰＩ ＡＰＩ ＡＰＩ ＡＰＩ ＡＰＩ

基礎データ
諸元、判定区分、
措置着手状況等を
想定

詳細データ
部材毎の点検結
果、修繕履歴等

道路施設の点検データベース（イメージ）

高速会社
ＤＢ

○○県
ＤＢ

○○市
ＤＢ

ＡＰＩ ＡＰＩ ＡＰＩ

ＡＰＩ

閲覧・活用

閲覧・
活用

○ 道路構造物の点検・診断データをデータベース化し、一元的に処理・解析が可能な環境を構築することが必要。
○ データベースについては可能な限り公開し、各研究機関や民間企業等によるAI技術などを活用した技術開発を促進

することが必要。

2．（6）データの活用
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設立時 現在
(H28.11.28) (R4.11.30)

199 2,510増 2,709

行政会員 73 1,217増 1,290

企業会員 95 872増 967

団体会員 27 144増 171

個人会員 4 277増 281

計

インフラメンテナンス国民会議（平成28年11月28日設立）

○産学官民が一丸となってメンテナンスに取り組む社会の実現に向け、様々な主体が参画し、技術や知恵を総動員す
るプラットフォーム。インフラの維持管理における分野横断的な連携、多様な主体との連携を推進。

○インフラメンテナンスサイクルのあらゆる段階において、多様な産業の技術や民間のノウハウを活用し、メンテナンス産業
の生産性を向上させ、メンテナンス産業を育成・拡大することで、持続的･効率的なインフラメンテナンスを実現。

会員の規模も拡大し、活動が本格化 ⇒新たな取組を進める自治体・民間企業の課題解決等を支援

・我が国企業の海外展開支援

メンテナンス産業

建設関連産業

施設管理者

連携

・自治体の議論の活性化

海外市場の拡大
新たな

市場展開

・新技術の試行
■新技術導入研究
・意見交換会

（品川区）

■点検診断一貫
システムの試行

■下水圧送管路の効率的
な調査方法の試行

新技術実装
の後押し

■海外市場展開
フォーラム
設立総会

多様な産業分野

民間企業の
ﾉｳﾊｳ活用

技術連携
の後押し

取組の
活性化

課題の
共有

解決策
の提案

革新的技術の開発と実装の加速

民間企業のノウハウ活用（自治体の加入率は70%以上！！）

参加会員数の推移

H30.4 H31.4 R2.4 R3.4H28.12

2,400
2,000
1,600
1,200

800
400

0

1,954者
1,721者

1,340者
行政会員

企業会員

団体会員

個人会員

国民会議参加会員数 （者）

設立時
H28.11.28

199者

（者）

参
加
会
員
数

R4.11.30
2,709者

2,296者

R4.4 19
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運営体制

総 会
■ 会長

冨山 和彦
株式会社経営共創基盤IGPIグループ会長
株式会社日本共創プラットフォーム（JPiX）代表取締役社長

インフラメンテナンス
市区町村長会議

■ 副会長
家田 仁
政策研究大学院大学
特別教授

企画部会 広報部会

○先進的な取組事例の共有
○メンテナンスの今後の方向性に関する意見交換
○議論を踏まえたメッセージの発信

取組内容(案)

公認フォーラム

実行委員会

地方フォーラム

海外市場展開
フォーラム

技術者育成
フォーラム

市民参画
フォーラム

自治体支援
フォーラム

革新的技術
フォーラム

地方自治体において、予防保全への本格転換や新技術の活用など、効率的・効果的なインフラメンテナンスの実現を目的とし、
メンテナンスに高い関心を有する市区町村長で構成する「インフラメンテナンス市区町村長会議」を立ち上げ。

＜インフラメンテナンス国民会議＞

（令和４年7月11日時点）

インフラメンテナンス市区町村長会議
〈代表幹事〉 東京都稲城市長

〈ブロック幹事〉
北海道釧路市長
〈企画委員〉
北海道札幌市長
北海道函館市長
北海道旭川市長
北海道釧路市長
北海道帯広市長
北海道北見市長
北海道留萌市長
北海道稚内市長
北海道倶知安町長
北海道白老町長

北海道ブロック 東北ブロック 関東ブロック 北陸ブロック 中部ブロック
〈ブロック幹事〉
岩手県宮古市長
〈企画委員〉
青森県八戸市長
岩手県宮古市長
宮城県白石市長
秋田県秋田市長
山形県山形市長
福島県南相馬市長

〈ブロック幹事〉
東京都稲城市長
〈企画委員〉
茨城県龍ケ崎市長
栃木県下野市長
群馬県安中市長
埼玉県春日部市長
千葉県木更津市長
東京都稲城市長
神奈川県厚木市長
山梨県甲府市長
長野県大町市長

〈ブロック幹事〉
新潟県新潟市長
〈企画委員〉
新潟県新潟市長
富山県氷見市長
石川県かほく市長

〈ブロック幹事〉
静岡県静岡市長
〈企画委員〉
岐阜県大野町長
静岡県静岡市長
愛知県豊川市長
三重県南伊勢町長

近畿ブロック 中国ブロック
〈ブロック幹事〉
岡山県総社市長
〈企画委員〉
鳥取県鳥取市長
島根県益田市長
岡山県総社市長
広島県呉市長
山口県周南市長

四国ブロック
〈ブロック幹事〉
高知県須崎市長
〈企画委員〉
徳島県美波町長
香川県坂出市長
愛媛県西条市長
高知県須崎市長

九州･沖縄ブロック

〈ブロック幹事〉
熊本県熊本市長
〈企画委員〉
福岡県柳川市長
佐賀県武雄市長
長崎県佐世保市長
熊本県熊本市長
大分県日田市長
宮崎県宮崎市長
鹿児島県鹿屋市長
沖縄県浦添市長

〈ブロック幹事〉
兵庫県養父市長
〈企画委員〉
福井県鯖江市長
滋賀県大津市長
京都府京田辺市長
大阪府高石市長
兵庫県養父市長
奈良県宇陀市長
和歌山県和歌山市長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

〈構成員〉
ブロック内の
市区町村長

市区町村長会議（令和４年４月28日設立）

（R4.4.28設立時点：694）

（R4.10.31時点）
874の首長が参画
<参画率50％以上！>

2．（7）国民の理解と協力
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国民へのメンテナンスの理念の普及、ベストプラクティスの幅広い展開を図るため、国内のインフラメンテナンスに係る優
れた取組や技術開発を表彰する「インフラメンテナンス大賞」を創設し、これまでに６回実施。

インフラメンテナンス大賞の概要

開催実績

インフラメンテナンス大賞

メンテナンス実施現場における工夫部門
文化財に指定されたダムの堤体PSアンカー工法に
よる耐震補強工事 （松江市上下水道）

メンテナンスを支える活動部門
高校生との協働による道路インフラメンテナンス
の取組 （岩手県県土整備部道路環境課）

堤体PSアンカー施工状況

第
６
回
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
大
賞

国
土
交
通
大
臣
賞

１ 主催者
国土交通省、総務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、防衛省

２ 表彰対象

インフラメンテナンスにかかる特に優れた取組・技術開発
ア）メンテナンス実施現場における工夫部門
イ）メンテナンスを支える活動部門
ウ）技術開発部門

３ 表彰の種類 国土交通他６大臣賞※／特別賞／優秀賞
（※経済産業大臣賞は第４回より設定）

・第１回：２４８件の中から２８件の受賞者を決定
・第２回：２０５件の中から３２件の受賞者を決定
・第３回：２５５件の中から３２件の受賞者を決定

⇒インフラメンテナンスに関わる事業者、団体、研究者等の取組を促進

ベストプラクティス
の紹介・展開 （国土交通大臣賞等7省の

各大臣最大3部門ずつ
計最大21件
このほかに情報通信技術
の優れた活用に関する
総務大臣賞1件）

各大臣賞

優秀賞
(最大21件程度)

特別賞
（大臣賞に準ずる
もの７件程度）

技術開発部門
圧入施工が可能な超高耐久性モルタルによる
補修技術（スリムフローグラウト工法）の開発

（株式会社大林組）

21

・第４回：２８８件の中から３５件の受賞者を決定
・第５回：２４７件の中から３３件の受賞者を決定
・第６回：１９５件の中から３８件の受賞者を決定

工事完了全景写真
（景観を保持）

現地点検の実施状況 健全性診断の実施状況
施工状況

（桟橋供用しながら施工）

2．（7）国民の理解と協力



３．今後のインフラメンテナンス施策の
推進に向けて
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提言については、国土交通省HPで公表しております。
右記QRコードからもアクセス可能です。
URL:https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo03_sg_000214.html
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これから取り組むべき方針 （R4.12.2公表 社整審・交政審 技術部会の提言より抜粋）

『地域インフラ群再生戦略マネジメント』を推進
⇒ 推進イメージは、図１(計画策定プロセス)・図２(実施プロセス)

市区町村における財政面・体制面の課題等を踏まえ、個別施設のメンテナンスだけでなく、発展させた
考え方のもと、インフラ施設の必要な機能・性能を維持し国民・市民からの信頼を確保し続けた上で、
よりよい地域社会を創造していく必要がある

（推進にあたっての留意点）
メンテナンス市場の創出・自立化 ／ DXによる業務の標準化・効率化

各地域の将来像に基づき、複数・広域・多分野のインフラを「群」として捉え、総合的かつ多角的な
視点から戦略的に地域のインフラをマネジメントとすることが必要

•事業者及び市区町村がそれぞれ機能的、空間的及び時間的なマネジメントの統合を図ることで
持続可能なインフラメンテナンスを実現

•国民の理解と協力から国民参加・パートナーシップへの進展等を通じた多様な主体による
「総力戦」での実施体制の構築を図る

3．今後のインフラメンテナンス施策の推進に向けて



図１：地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進イメージ＜計画策定プロセス＞
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・地域特性
（人口、交通、インフラの数や状況等）
・地方公共団体間の機能的なつながり
などを踏まえて対象エリアを設定

Ａ市

Ｂ町 Ｃ村

対象エリア
（イメージ）

複数・多分野の施設を「群」としてまとめて捉え、
地域の将来像に基づき将来的に必要な機能を検討

道路/河川・砂防・海岸管理施設/
鉄道/港湾/空港/下水道/
公園/公営住宅 等

※例えば、規模の大きな市や、単一の地方公共団体からなる離島など、単一の市区町村で
検討を進めることが適切な場合も考えられ、それぞれの地域の実情に応じて個別に判断

広域の道路や
鉄道ネットワーク
のつながり 等

※対象エリアを越える圏域
も含めた必要な機能を考慮
する必要

・・・

検討主体
主体は、地方公共団体であるが、
国・都道府県・市区町村が一同に会し、
検討を進める会議・組織を設置することが考えられる

①維持すべき機能
②新たに加えるべき機能
③役割を果たした機能
に再整理し、個別インフラ施設の
維持／補修・修繕／更新／集約・再編／新設 等
を適切に実施

3．今後のインフラメンテナンス施策の推進に向けて



図２：地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進イメージ＜実施プロセス＞
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＜橋梁の例＞ ※分野横断的な包括的民間委託等を行う場合もある
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※

※地域のNPO法人等が参画する場合も含む 25
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ご清聴ありがとうございました。

ご質問等は下記までお願いいたします。
国土交通省総合政策局公共事業企画調整課
原田、林田、萩野
TEL：03-5253-8912
MAIL：harada-s2hy@mlit.go.jp

hayashida-t85aa@mlit.go.jp
hagino-k22aa@mlit.go.jp


